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予算決算常任委員会〈前期全体会〉会議録 

 

令和７年３月６日（木） 

 

令和７年３月６日（木）午前１０時００分から予算決算常任委員会〈前期全体会〉を第一委

員会室に招集した。 

 

○ 出席した委員は、次のとおりである。 

  委 員 長  丸山 国一    副委員長  矢崎 友規 

  委  員  中村 勝彦          日向  正 

岡部紀久雄          廣瀬 明弘 

        高畑 一幸          青柳 好文 

髙野 浩一          飯島 孝也 

小林真理子          相沢 俊行 

小野 公秀          佐藤 浩美 

有賀 公子          荻原 哲也 

○ 欠席した委員 

  なし 

〇 委員以外で出席したものは、次のとおりである。 

  議  長  平塚  悟 

〇 説明のため出席したものは、次のとおりである。 

政策秘書課長   前田 政彦 

総 務 課 長   手塚 秀司 

財 政 課 長   田口  俊 

市 民 課 長   土橋 美和 

介護支援課長   町田 享子 

健康増進課長   武藤 陽子 

上下水道課長   杣野  栄 

ぶどうの丘支配人   大村 山治 

総 務 課   三枝 俊和 



－２－ 

財 政 課   山本 昌康 

ぶどうの丘   山下 政仁 

大 藤 財 産 区 事 務 長   古屋 勇司 

神 金 財 産 区 事 務 長   杣野  栄 

萩原山財産区事務長   土橋 美和 

竹森入財産区事務長   矢口 成彦 

岩崎山保護財産区事務長   金井 明則 

○ 職務のため出席した者は、次のとおりである。 

  議会事務局  書記  姫野 敏樹  清雲 敬祐 

〇 会議に付された案件は、次のとおりである。 

  議案第１７号 令和７年度甲州市国民健康保険事業特別会計予算 

議案第１８号 令和７年度甲州市診療所事業特別会計予算 

議案第１９号 令和７年度甲州市後期高齢者医療特別会計予算 

議案第２０号 令和７年度甲州市介護保険事業特別会計予算 

議案第２１号 令和７年度甲州市大藤財産区特別会計予算 

議案第２２号 令和７年度甲州市神金財産区特別会計予算 

議案第２３号 令和７年度甲州市萩原山財産区特別会計予算 

議案第２４号 令和７年度甲州市竹森入財産区特別会計予算 

議案第２５号 令和７年度甲州市岩崎山保護財産区管理会特別会計予算 

議案第２６号 令和７年度甲州市水道事業会計予算 

議案第２７号 令和７年度甲州市下水道事業会計予算 

議案第２８号 令和７年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計予算 

議案第２９号 令和７年度甲州市勝沼病院事業会計予算 

 

〔開会 午前１０時００分〕 

○ 委員長（丸山国一君）  初めに、議会広報編集委員会から撮影の申出があり、これを許

可しておりますので、ご承知おきください。 

   ただいまの出席委員16人、定足数に達しておりますので、これより予算決算常任委員会

を開会いたします。 

────────────────────────────────────────── 
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議長挨拶 

○ 委員長（丸山国一君）  初めに、議長が見えておりますので、挨拶をいただきます。 

○ 議長（平塚 悟君）  改めまして、おはようございます。 

   昨日、おとといと一般質問、大変お疲れさまでございました。 

   昨日が二十四節気の啓蟄ということもございますので、日に日に三寒四温で暖かさ、春

本番がやって来るのかなという季節となってまいりました。 

   ３月３日の山日新聞に、市内在住の中学１年生が税金についての作文で大賞を受賞した、

税金の重要性と必要性ということで作文を書いたということでありました。納めた税が

いかに我々市民の、そして国民の重要な生活に必要なことに使われているかということ

を中学１年生が考えた作文でございましたけれども、私、それを読ませていただいたの

ですけれども、非常に中学１年生がここまで深く考えるものなのだなと感心をしたとこ

ろでありました。 

   やはり税が基で、我々の市民のために市役所の職員が政策をとっていく、各事業行われ

ていることでございますので、今日は説明がございますが、来週の予算審査、しっかり

と準備をして各議員には臨んでいただきたいと思いますし、また、市当局の職員の皆さ

んには丁寧な説明を、そしてまた質疑応答をいただくことをよろしくお願い申し上げま

して、一言挨拶といたします。 

○ 委員長（丸山国一君）  ありがとうございました。 

────────────────────────────────────────── 

開 議 

○ 委員長（丸山国一君）  これから本日の会議を開きます。 

   本日の議題につきましては、２月20日の本会議において当委員会に審査を付託された事

件のうち、令和７年度特別会計、財産区、公営企業会計の予算案13件、議案第17号から議

案第29号について、審査に先立ち、当局より詳細な事前説明をいただき、そして資料請求

については、ご意見を頂戴する中で共有を図っていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第１７号 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、初めに議案第17号 令和７年度甲州市国民健康保険

事業特別会計予算について、当局の説明を求めます。 
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（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   これより何か確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第17号について、資料請求を求める方は挙手をお願いいたします。 

   佐藤委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  お願いします。 

   事項別明細書161ページ、県の補助金の特別交付金の内訳の表を簡単でいいのでお示し

いただければ、ありがたいと思います。 

   161ページ、特別交付金、県の補助金の、３款１項、県の特別交付金ですけれども、先

ほど市の取組の評価とか、いろいろな項目があったと思うのですけれども、どれぐらい

のことでどういう評価をされているのかとか、そういうことを伺いたいと思いまして、

資料をお願いしたいと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  市の努力金を頂けるという内容だと思いますけれども、それに

ついての資料請求ということですけれども。 

   土橋市民課長。 

○ 市民課長（土橋美和君）  どれくらいのことで、どのような評価をもらえるかというの

は、例えば内訳だけでしたら出ますけれども、内訳でよろしいですか。どういう項目で、

幾らでよろしいですか。それでしたら大丈夫です。 

○ 委員長（丸山国一君）  委員の皆さんはいかがでしょうか。この資料請求について、共

有したほうがよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を求めます。 

   ほかに資料請求について発言はございませんか。 

   小林委員。 

○ 委員（小林真理子君）  同じく歳入で、５款１項の繰入金の中の一般会計繰入金の中で

の法定外の繰入金の明細、今と同じなのですけれども、金額を頂きたいと思うのですが、

お願いします。 

○ 委員長（丸山国一君）  土橋市民課長、いかがですか。大丈夫ですか。 
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   委員の皆さんも、今の資料請求に共有するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を求めます。 

   ほかに資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、ないようですので、議案第17号 令和７年度甲州市

国民健康保険事業特別会計予算についての説明は以上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第１８号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第18号 令和７年度甲州市診療所事業特別会計予算

について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは次に、説明のありました議案第18号についての資料請求を求める委員は、挙手

で発言をお願いいたします。 

   飯島委員。 

○ 委員（飯島孝也君）  歳入の１款１項外来収入で、国保診療報酬、社会保険診療報酬、

後期高齢者医療診療報酬で一部負担金とありますけれども、その積算根拠、内訳を資料

として頂きたいです。 

○ 委員長（丸山国一君）  武藤健康増進課長。 

○ 健康増進課長（武藤陽子君）  ただいま請求いただきました資料につきましては、積み

上げの積算ではございませんので、前年度の収入を参考といたしまして計上させていた

だいておりますので、積算根拠資料というのは具体的には……。 

○ 委員長（丸山国一君）  内容的にちょっと金額が減っているので、その部分は、昨年の

状況を見てそうしているという、そういう内容ですか。 

○ 健康増進課長（武藤陽子君）  口頭のご質問であれば回答ができる内容かとは思います

けれども、積算の資料という求めに対しては少し、それに合致する資料がございません。 
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   それだと質問への回答になってしまいますので、差し控えます。 

○ 委員長（丸山国一君）  その部分は、常任委員会のほうの分科会等でしっかり説明をす

るということでよろしいでしょうか。 

   ほかに資料請求はございませんか。 

   飯島委員。 

○ 委員（飯島孝也君）  歳入、５款の諸収入、雑入の派遣費収入、これも一応計算してい

ると思うのですけれども、それは、資料はあるのですか。お願いします。 

○ 委員長（丸山国一君）  武藤健康増進課長。 

○ 健康増進課長（武藤陽子君）  お答えいたします。 

   その部分につきましては、積算の資料がございますので、提出させていただきたいと思

います。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは委員の皆さん、この資料請求について共有するという

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求をいたします。 

   ほかに資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、議案第18号 令和７年度甲州市診療所事業特別会計

予算については以上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第１９号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第19号 令和７年度甲州市後期高齢者医療特別会計

予算について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第19号についての資料請求を求める委員は発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 
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○ 委員長（丸山国一君）  資料請求はよろしいでしょうか。 

   ないようですので、議案第19号 令和７年度甲州市後期高齢者医療特別会計予算につい

ての説明は以上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２０号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第20号 令和７年度甲州市介護保険事業特別会計予

算について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第20号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

   佐藤委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  可能かどうかちょっと分からないのですけれども、介護保険は要

介護、それから要支援というふうに幾つも分かれていて、そしてさらに要介護であって

も、居宅とか、施設とか、通所、そういうふうに分かれているのですけれども、それぞ

れの利用されると見込んだ人数とか、そういうものの一覧のようなものは出せるのでし

ょうか。 

○ 委員長（丸山国一君）  町田介護支援課長。 

○ 介護支援課長（町田享子君）  それぞれの見込んだ人数は、出すことはちょっと無理か

と思います。この金額を見込んでいるのは、やはり前年度までの流れですとか、そうい

ったことを加味して予算計上しているので、この事業に何人でということもないですし、

その方が使ったサービスの内容などによってかなり変わってきますので、回数ですとか

時間ですとか変わりますので、人数を出すことはちょっと不可能だと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  昨年の実績報告書みたいなものは、そのようなものはないです

か。 

   町田介護支援課長。 

○ 介護支援課長（町田享子君）  金額としては出てくるのですけれども、利用者数とかは

ちょっと出し方が難しくて、何人もありますし、人数もありますし、その方がどのサー
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ビスをどのように利用しているか、または半日利用とか１日利用とか、それぞれによっ

て変わってきますので、それを細かく出すことは、ちょっと難しいのですが。 

○ 委員長（丸山国一君）  分科会のところで、ポイントでお聞きするというような形がで

きればということでよろしいでしょうか。資料請求というよりも。 

   佐藤委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  介護予防の、予防の事業。先ほど少しおっしゃいましたけれども、

予防のためにこういう事業をするためのということで、どんな事業を何人ぐらい対象に

考えているかというような、その表、その積算根拠をお願いできたらと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  244ページの介護予防、４款１項、ここの１目、２目、３目等

ですか。 

   町田介護支援課長。 

○ 介護支援課長（町田享子君）  ４款１項１目、２目、３目について、その予防事業ごと

の回数とかでいいでしょうか。一つの教室に何人集まるかというか、人数もありますし、

一つの教室として集めているところもあるので、人数を出すというか、事業について、

どういった事業をしているか、内容も含めてでよろしいですか。それぞれの目に対して

この事業を充てていて、回数が何で、対象がとか、そういったものでよろしいでしょう

か。それであれば、出させていただきます。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、そういう内容が分かるような概要で結構ですから、

資料請求ということで、委員の皆さんも共有するということでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  ほかに資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  ないようですので、議案第20号 令和７年度甲州市介護保険事

業特別会計予算についての説明は以上といたします。 

   ここで暫時休憩いたします。再開を25分といたします。 

休憩 午前１１時１３分 

─────────── 

再開 午前１１時２５分 

○ 委員長（丸山国一君）  再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 
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議案第２１号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第21号 令和７年度甲州市大藤財産区特別会計予算

について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項がございませんでしょうか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第21号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  資料請求はよろしいでしょうか。 

   それでは、議案第21号 令和７年度甲州市大藤財産区特別会計予算についての説明は以

上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２２号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第22号 令和７年度甲州市神金財産区特別会計予算

について当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第22号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

   資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第22号 令和７年度甲州市神金財産区特別会計予算についての説明は以

上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２３号 
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○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第23号 令和７年度甲州市萩原山財産区特別会計予

算について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  確認事項はよろしいでしょうか。 

   それでは次に、議案第23号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

   資料請求はよろしいでしょうか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  ないようですので、議案第23号 令和７年度甲州市萩原山財産

区特別会計予算についての説明は以上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２４号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第24号 令和７年度甲州市竹森入財産区特別会計予

算について当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第24号についての資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第24号 令和７年度甲州市竹森入財産区特別会計予算についての説明は

以上といたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２５号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第25号 令和７年度甲州市岩崎山保護財産区管理会

特別会計予算についての説明を求めます。 
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（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第25号についての資料請求を求める委員は発言をお願いいたします。 

   資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいですね。 

   それでは、議案第25号 令和７年度甲州市岩崎山保護財産区管理会特別会計予算につい

ての説明は以上といたします。 

   ここで暫時休憩をいたします。再開を午後１時といたします。 

休憩 午前１１時５０分 

─────────── 

再開 午後 １時００分 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２６号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第26号 令和７年度甲州市水道事業会計予算につい

て、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項がございますか。 

   日向委員。 

○ 委員（日向 正君）  説明ありがとうございました。 

   ４ページの営業外収益の中の長期前受金戻入れ、１億1,026万8,000円というのがありま

すが、14ページの損益計算書の中の営業外収益の（４）長期前受金戻入れが１億1,459万

9,000円で、同じ名称の項目なのですけれども、数字が433万1,000円違うのですが、これ

の理由は何ですか。 

○ 委員長（丸山国一君）  あくまでも、この時点での確認ということで、差があるけれど
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もということですから。 

   杣野上下水道課長。 

○ 上下水道課長（杣野 栄君）  お答えいたします。 

   単純に年度の違いということでございます。 

   以上でございます。 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいですか。 

   ほかに確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第26号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

   資料請求はいかがでしょうか。 

   小林委員。 

○ 委員（小林真理子君）  １ページの２、第２条の中の（４）のところの建設改良費のア、

イ、ウで、先ほどご説明いただいたのですが、この一覧を頂くことは可能でしょうか。 

○ 委員長（丸山国一君）  杣野上下水道課長。 

○ 上下水道課長（杣野 栄君）  お答えいたします。 

   可能でございますので、後日、配付をさせていただきます。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を行うということで委員の皆さん、共有す

ることでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を求めます。 

   ほかに資料請求の発言はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第26号 令和７年度甲州市水道事業会計予算についての説明は以上とい

たします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２７号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第27号 令和７年度甲州市下水道事業会計予算につ

いて、当局の説明を求めます。 
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（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  確認事項はよろしいでしょうか。 

   それでは、議案第27号についての資料請求を求める委員の発言を求めます。 

   資料請求はございませんか。 

   小林委員。 

○ 委員（小林真理子君）  １ページの、また同じなのですが、第２条中の建設改良費中の

下水道整備で、後ろのほうの附属の明細を見ていきますと、附属明細の４ページの建設

改良費中に、工事請負費の中の管渠８か所と、ます設置15か所というのがあるのですが、

ここの管渠８か所と、ます設置の15か所のこの一覧を頂くことは可能ですか。 

○ 委員長（丸山国一君）  杣野上下水道課長。 

○ 上下水道課長（杣野 栄君）  可能でございます。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求について、委員の皆さん、共有するという

ことでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求をお願いいたします。 

   ほかに資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第27号 令和７年度甲州市下水道事業会計予算についての説明は以上と

いたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２８号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第28号 令和７年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計

予算について、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 
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   日向委員。 

○ 委員（日向 正君）  初歩的なことで恐縮ですが、１ページの第２条の中の下から２行

目の入場入浴等予定者数ということですが、入浴等は分かるのですが、入場というのは

どこに入る人の数を言っているのか。 

○ 委員長（丸山国一君）  大村ぶどうの丘支配人。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  温泉のほうに入場入浴というような形で記載……。 

（「中に入るの」と呼ぶ者あり） 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  そのとおりです。 

   基本的にレジを通した方になります。ですから、トイレだけ借りたいという人もいらっ

しゃるので、それはカウントしていません。レジを通した入場者、入浴の入場者。 

（「そういう意味とすると、買物したりお風呂入っ

たりする人みんな」と呼ぶ者あり） 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）そうですね。今のをカウントすると、そうなります。 

○ 委員長（丸山国一君）  ほかに確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   次に、議案第28号についての資料請求を求める委員は発言をお願いします。 

   佐藤委員。 

○ 委員（佐藤浩美君）  お願いします。 

   予算の実施計画の４ページの資本的収入及び支出のところでの支出です。建設改良費、

前に説明もありましたけれども、工事請負費と固定資産購入費、もう少しこの金額の積

算根拠を表にしていただければと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  大村ぶどうの丘支配人。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  お答えします。 

   後日、可能ですので提出いたします。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求をするということで委員の皆さん、共有す

ることでよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を許可いたします。 

   佐藤委員。 
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○ 委員（佐藤浩美君）  ぶどうの丘の令和７年度事業、主な事業を一覧にしたものがあれ

ば、頂きたいと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  大村ぶどうの丘支配人。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  そちらも可能でございますので、後日、提出いたし

ます。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは委員の皆さん、共有するということでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  ほかに資料請求ございませんか。 

   飯島委員。 

○ 委員（飯島孝也君）  質疑でもちょっと聞いたのですけれども、ＲＶパークの収支、収

支計画を出していただけますか。今ある駐車場の台数の稼働率も含めてお願いします。 

○ 委員長（丸山国一君）  大村ぶどうの丘支配人。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  そちらも後日、可能ですので提出いたします。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、委員の皆さんで共有するということでよろしいでし

ょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を許可いたします。 

   飯島委員。 

○ 委員（飯島孝也君）  売店収益の中で、ふるさと納税が入っていると思うのですが、ふ

るさと納税の予測売上げというのですか、それで、大まかな内訳でいいのですけれども、

果実とかワインとか、そういう予測の内訳を提出していただきたいなと思います。 

○ 委員長（丸山国一君）  大村ぶどうの丘支配人。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  かしこまりました。そちらのほうも可能でございま

すので、後日提出いたします。 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求を皆さんで共有するということでよろしい

でしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  資料請求をいたします。 

   ほかに資料請求はいらっしゃいますか。 
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   小林委員。 

○ 委員（小林真理子君）  債務負担行為の中のＬＥＤ工事。事業のＬＥＤ化事業の概要が

分かる資料を頂きたいのですが、令和７年スタートではないですか。 

○ ぶどうの丘支配人（大村山治君）  ６年度のスタートです。 

○ 委員（小林真理子君）  分かりました。失礼いたしました。要りません。すみません。 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいですか。 

   ほかに資料請求はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  よろしいでしょうか。 

   それでは、議案第28号 令和７年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計予算についての説明

は以上といたします。 

   ここで暫時休憩いたします。再開を30分といたします。 

休憩 午後 ２時１８分 

─────────── 

再開 午後 ２時３０分 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは再開いたします。 

────────────────────────────────────────── 

議案第２９号 

○ 委員長（丸山国一君）  次に、議案第29号 令和７年度甲州市勝沼病院事業会計予算に

ついて、当局の説明を求めます。 

（当局説明） 

○ 委員長（丸山国一君）  説明は終わりました。 

   確認事項はございませんか。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  確認事項はよろしいでしょうか。 

   それでは次に、議案第29号についての資料請求についての発言を許可いたします。 

   発言をお願いいたします。 

（発言する者なし） 

○ 委員長（丸山国一君）  資料請求はよろしいでしょうか。 

   それでは、議案第29号 令和７年度甲州市勝沼病院事業会計予算についての説明は以上
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といたします。ご苦労さまでした。 

   以上で、本日の議案、議案第21号から議案第29号、令和７年度予算についての説明は終

了いたします。 

   次に、審査項目を両分科会に分担をお願いしたいと思いますので、お聞き取り願います。 

   総務文教分科会においては、議案第21号 令和７年度甲州市大藤財産区特別会計予算、

議案第22号 令和７年度甲州市神金財産区特別会計予算、議案第23号 令和７年度甲州市

萩原山財産区特別会計予算、議案第24号 令和７年度甲州市竹森入財産区特別会計予算、

議案第25号 令和７年度甲州市岩崎山保護財産区管理会特別会計予算についてお願いいた

します。 

   次に、厚生経済分科会へは、議案第17号 令和７年度甲州市国民健康保険事業特別会計

予算、議案第18号 令和７年度甲州市診療所事業特別会計予算、議案第19号 令和７年度

甲州市後期高齢者医療特別会計予算、議案第20号 令和７年度甲州市介護保険事業特別会

計予算、議案第26号 令和７年度甲州市水道事業会計予算、議案第27号 令和７年度甲州

市下水道事業会計予算、議案第28号 令和７年度甲州市勝沼ぶどうの丘事業会計予算、議

案第29号 令和７年度甲州市勝沼病院事業会計予算、以上を厚生経済分科会へ分担をいた

します。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  ご異議がないので、さよう決しました。 

   それから、先ほど審査に必要な資料の請求について、審査を行う委員からの発言をいた

だきました。全員で共有が図られたと思います。 

   再度確認をさせていただきたいと思いますので、先ほどのそれぞれの資料請求でよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、資料請求は本日の午後５時までといたしますので、

その後に事務局から当局にメールで配送をいたし、請求を完了したいと思いますので、

ご承知おき願います。よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○ 委員長（丸山国一君）  それでは、以上をもって本日の議題は終了いたしました。 

   次回の予算決算常任委員会は、３月11日、午前10時から全体会を開きます。 

   補正予算案及び令和７年度甲州市一般会計予算のうち、歳入全款、第２表継続費、第３
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表債務負担行為、第４表地方債の審査となりますので、ご承知おき願います。 

   なお、11日にその審査が全て終了できない場合は、12日午後からの予備日を予定してお

りますけれども、どうか11日で審査が終わるようにご協力を願いたいと思いますので、一

応確認ですので、よろしくお願いいたします。 

   それでは、これをもって散会いたします。 

   副委員長に挨拶をお願いいたします。 

○ 副委員長（矢崎友規君）  皆様、大変お疲れさまでした。 

   議案につきまして、当局より説明いただきましたので、次回の全体会、そして分科会へ

臨んでいただきますようお願いいたします。 

   以上をもちまして、予算決算常任委員会を閉会といたします。 

〔散会 午後 ２時４３分〕 

 


